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七
月
初
め

は
ま
だ
、
梅

雨
が
明
け
な

い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、

本
格
的
な
夏

型
の
気
候
に

な
る
の
で
、
熱
中
症
な
ど

に
注
意
が
必
要
で
す
。
近

年
は
天
候
不
順
な
ど
が
多

く
、
冷
害
や
集
中
豪
雨
に

見
舞
わ
れ
る
事
も
あ
り
ま

す
。
普
段
か
ら
近
く
の
河

川
の
状
況
や
自
治
体
の
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
に
目
を

配
ら
せ
て
お
き
た
い
も
の

で
す
。

　

七
日
は
「
七
夕
」
五
節

句
の
一
つ
「
棚
機
」
の
日

で
す
。
織
姫
の
名
に
ち
な

ん
で
、
昔
は
女
の
子
の
裁

縫
の
上
達
を
願
っ
た
そ
う

で
す
。
最
近
で
は
、
技
芸

は
も
と
よ
り
、書
道
、音
楽
、

学
習
全
般
な
ど
の
願
い
事

ま
で
祈
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
色
紙
や
短
冊
な
ど

に
願
い
を
書
き
、
紙
の
星

形
を
吊
る
し
て
庭
に
飾
り

ま
す
。
近
頃
は
町
ぐ
る
み
、

都
市
ぐ
る
み
の
お
祭
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。　

　

仙
台
や
平
塚
の
「
七
夕
」

が
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い

ま
す
ね
。
今
年
は
新
型
コ

ロ
ナ
の
関
係
で
東
北
三
大

祭
り
で
あ
る
青
森
ね
ぶ
た

祭
り
、
秋
田
竿
燈
ま
つ
り
、

仙
台
七
夕
ま
つ
り
の
中
止

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
終

息
し
、
来
年
は
開
催
さ
れ

る
事
を
願
っ
て
い
ま
す
。

教
宣
部
長　

加
藤
記

会場
番号 実　施　日 会　　場　　名

所在地／電話番号
受付時間 受診出来る

コース

１ 7 月 1 日（水） 真岡市大内農業構造改善センター
真岡市飯貝 529 ／ 0285-82-2704

下記会場以外は
9：00〜 10：30

２　藤岡中央公民
館

14 道の駅思い川
17 稲村公民館

↓
9：30〜 11：00

21 〜 23
足利市民会館

↓
９：20〜 10：50

【お願い】
＊新型コロナウィル
ス感染症の影響に
より、やむを得ず
中止となる場合が
あります。

　中止の場合は、申
込者へ医療機関か
ら連絡が行きます。

＊感染症予防対策と
して、マスク着用
でお越しください
ますよう、お願い
いたします。
　また、人数制限を
設ける場合があり
ます。
　予めご了承くださ

い。

A・B コース

２ 7 月４日（土） 藤岡中央公民館
栃木市藤岡 810 ／ 0282-62-4321

A コースのみ

３ 7 月 13 日（月） さくら市氏家保健センター
さくら市櫻野 1319-3 ／ 028-682-2589

A・B コース

４ 7 月 13 日（月） 佐野市勤労者会館
佐野市浅沼 796 ／ 0283-21-1830

A・B コース

５ 7 月 14 日（火） 矢板市生涯学習館
矢板市矢板 106-2 ／ 0287-43-6218

A・B コース

６ 7 月 18 日（土） とちぎ流通センター協同組合
鹿沼市流通センター 66 ／ 0289-78-2111

A コースのみ

７ 7 月 25 日（土） 日光市中央公民館
日光市平ヶ崎 160 ／ 0288-22-6211

A・B コース

８ 7 月 25 日（土） ゆめ・プラザ那須
那須町寺子乙 2566-1 ／ 0287-72-6959

A・B コース

９ 7 月 27 日（月） 大田原西地区公民館　
大田原市浅香 3-3578-747 ／ 0287-23-8719

A コースのみ

10 7 月 29 日（水） 栃木保健福祉センター
栃木市今泉町 2-1-40 ／ 0282-25-3511

A コースのみ

11 8 月 1 日（土） さくら市喜連川公民館
さくら市喜連川 4397-1 ／ 028-686-6624

A・B コース

12 8 月 1 日（土） 塩谷町コミュニティーセンター
塩谷町玉生 681 ／ 0287-45-0050

A コースのみ

13 8 月 8 日（土） 高根沢町農村環境改善センター
高根沢町石末 1825 ／ 028-675-3199

A・B コース

14 8 月 11 日（火） 道の駅思い川（小山評定館）
小山市下国府塚 25-1 ／ 0285-38-0201

A コースのみ

15 8 月 11 日（火） 三島公民館
那須塩原市東三島 6-337 ／ 0287-36-8531

A・B コース

16 8 月 22 日（土） とちぎ流通センター協同組合
鹿沼市流通センター 66 ／ 0289-78-2111

A・B コース

17 8 月 29 日（土） 稲村公民館
那須塩原市若草町 117-1 ／ 0287-64-3998

A・B コース

18 8 月 29 日（土） 日光市中央公民館
日光市平ヶ崎 160 ／ 0288-22-6211

A・B コース

19 9 月 1 日（火） 矢板市生涯学習館
矢板市矢板 106-2 ／ 0287-43-6218

A・B コース

20 9 月 5 日（土） 大田原西地区公民館
大田原市浅香 3-3578-747 ／ 0287-23-8719

A・B コース

21 9 月 19 日（土） 足利市民会館
足利市有楽町 837 ／ 0284-41-2121

A・B コース

22 10 月 24 日（土） 足利市民会館
足利市有楽町 837 ／ 0284-41-2121

A・B コース

23 10 月 31 日（土） 足利市民会館
足利市有楽町 837 ／ 0284-41-2121

A・B コース

24

６/ １〜 10/31
（日曜・祝日を除く）
※申込用紙の希望会場の
欄にご希望の日付を必ず
ご記入ください。

宇都宮記念病院
総合健診センター９階

宇都宮市大通り 1-3-16 ／ 028-616-1612

Ａコースの方
　8：00 〜 10：00
Ｂコースの方
　7：30 〜 9：00

A・B コース

※希望人数・オプションの希望等により、会場・日程のご希望に添えない場合もあります。その
場合は、医療機関から連絡がいきます。予めご了承の上、なるべく早くお申込みください。

令和２年度　集団健診　日程表

3密
（密閉・密集・密接）

を回避しよう

　
全
建
総
連
本
部
は
、
４
月
21
日
（
火
）
に
吉
田
中
央
執
行
委
員
長
を
本
部
長
と
し
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部(

コ
ロ
ナ
対
策
本
部
）
を
設
置
し
ま
し
た
。
栃
木
建

労
か
ら
は
江
連
俊
之
全
建
総
連
副
中
央
執
行
委
員
長
が
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
り
、
四
役
・

専
門
部
長
会
議
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
）
で
栃
木
の
状
況
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
　

　

全
建
総
連
コ
ロ
ナ
対
策

本
部
は
、４
月
24
日
（
金
）、

厚
労
省
・
国
交
省
へ
緊
急

要
請
行
動
の
実
施
し
、
現

場
の
実
情
を
伝
え
、
建
設

現
場
従
事
者
、
下
請
零
細

事
業
者
、
一
人
親
方
・
個

人
請
負
者
の
命
と
健
康
を

守
り
、
生
活
と
収
入
、
事

業
継
続
の
補
償
の
た
め
の

対
策
を
早
急
に
講
じ
る
よ

う
訴
え
ま
し
た
。
５
月
13

日
（
水
）
は
、
町
場
の
新

型
コ
ロ
ナ
対
策
の
実
施
を

求
め
て
国
交
省
住
宅
局
へ

の
要
請
、
６
月
１
日
（
月
）

は
国
土
交
通
省
土
地
・
建

設
産
業
局
建
設
市
場
整
備

課
専
門
工
事
業
・
建
設
関

連
業
振
興
室
に
て
、
国
交

省
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
よ
る
影
響
実
態
を

と
り
ま
と
め
て
報
告
し
ま

し
た
。

　

全
建
総
連
関
東
地
協
連

絡
会
は
、
当
初
予
定
し
た

第
71
回
大
手
企
業
・
住
宅

企
業
交
渉
に
代
え
て
、
大

手
企
業
に
向
け
て
、「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の

徹
底
を
求
め
る
緊
急
要
請
」

を
実
施
し
ま
し
た
。

　

栃
木
建
労
で
は
、
町
場

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
予
防
・
感
染
対
策
マ

ニ
ュ
ア
ル
や
新
型
コ
ロ
ナ

関
連
の
支
援
制
度
一
覧
を

機
関
紙
や
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
随
時
、
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
。
今
回
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
支

援
制
度
（
追
加
分
）
を
下

記
に
ま
と
め
ま
し
た
。
特

に
お
問
い
合
わ
せ
の
多
い

持
続
化
給
付
金
は
３
面
で

特
集
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
全
建
総
連
本
部

で
取
り
ま
と
め
る
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
実

態
把
握
調
査
に
協
力
し
て

い
ま
す
。
調
査
結
果
等
は
、

予
算
要
求
中
央
行
動
等
で

支援策等 ワンポイント 概　　要　　等
助成金（雇用調整・小
学校休業等対応）

日額上限１５, ０００円に引上げ。 ◆抜本的拡充措置。緊急対応期間は９月３０日まで延長。
◆小学校休業等対応支援金も１日当たり７, ５００円に引き上げ。

新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金

休業前賃金の８０％（月額上限３３万円） ◆休業期間中の賃金を受けられなかった中小企業の労働者に対し、自身で申請する
ことにより支援金を支給。

家賃支援給付金 支払った家賃
　個人事業者月額 25万円（最大 50 万円）× 6か月
　法人事業者月額 50万円（最大 100 万円）× 6か月

◆ 5 月〜１２月において以下のいずれかに該当すること。
　①いずれか１ヶ月の売上高が前年同月比で５０％以上減少。
　②連続する３ヶ月の売上高が前年同期比で３０％以上減少。
◆給付額
　①個人２５万円、法人５０万円を上限に家賃の６か月分。複数店舗を所有の場合、
給付上限額の１／３給付とし、個人５０万円、法人１００万円に引き上げる。

学生支援緊急給付金 住民税非課税世帯の学生　２０万円
それ以外の学生　１０万円

◆世帯収入の激減、アルバイト収入の激減・中止等による経済的な影響で、修学が
難しい学生を対象。（対象になるかどうかは在学先が判断する。）

ひとり親世帯
臨時特別給付金

児童扶養手当受給世帯等　１世帯　５万円
　第２子以降　一人につき　３万円を加算
　収入が大幅減の場合　１世帯　５万円加算

◆児童扶養手当受給世帯等への給付
　①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方。

②公的年金等を受給しており、令和 2 年 6 月分の児童扶養手当の支給が全額停止
されている方（対象拡充策あり）

③家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。
◆収入が大幅減の場合
上記①・②のうち、家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出があった方。

雇用保険
基本手当（失業手当）

給付日数　最大６０日分延長 ◆新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応。

労働保険年度更新 申告・納付期限　８月３１日まで延長 ◆労働保険料の申告・納付期限を延長。また、事業に係る収入減少で、申請により
納付を１年間猶予あり。

活
用
さ
れ
ま
す
。
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安 全 第 一

こちら労対部前
年
度
比
36
件
事
故
減
少

　

２
０
１
９
年
度
の
組
合
取
り

扱
い
分
の
労
災
事
故
件
数
は

１
０
１
件
で
、
前
年
と
比
較
し

て
、
36
件
の
減
少
と
な
り
ま
し

た
。
事
業
主
・
一
人
親
方
の
事

故
は
減
少
し
た
も
の
の
、
労
働

者
の
事
故
は
増
え
ま
し
た
。

2019年度　労災事故件数（組合取り扱い分）
項　　目 労働者 一人親方 事業主 合計

事故件数 22 （17） 63（100） 16 （20） 101（137）
上記のうち休業４日以上 9 （7） 34 （46） 7 （5） 50 （58）
上記のうち休業６ヶ月以上
または障害が残ったもの

1 （0） 2 （1） 0 （２） 3 （３）

死亡事故 0 （0） 0 （１） 0 （１） 0 （２）
（　）内は 2018 年度分です。

上記の労災事故　101 件の内訳

転落・墜落 転　　倒 激　　突 飛来・落下 崩壊・倒壊 電動工具
機　　械

労 働 者 6 (3) 1 (1) 2 (1) 2 (2) 1 (1) 4 (3)
一 人 親 方 12 (17) 4 (15) 5 (14) 3 (9) 0 (0) 11 (10)
事 業 主 1 (4) 4 (1) 3 (3) 1 (2) 1 (1) 4 (4)

合　　計 19 (24) 9 (17) 10 (18) 6 (13) 2 (2) 19 (17)

切れ・擦れ 踏み抜き 感　　電 交通事故 動作の反動
無理な動作 その他

労 働 者 5 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (2)
一 人 親 方 6 (7) 0 (2) 0 (0) 2 (1) 14 (19) 6 (6)
事 業 主 1 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (1)

合　　計 12 (11) 0 (3) 0 (0) 2 (1) 16 (22) 6 (9)
（　）内は 2018 年度分です。

　

事
故
別
の
内
訳
を
み
る
と
上

位
は
「
転
落
・
墜
落
」
と
「
電

動
工
具
・
機
械
」
が
同
１
位
で
、

「
動
作
の
反
動
・
無
理
な
動
作
」、

「
切
れ
・
擦
れ
」
と
続
き
ま
し

た
。「
そ
の
他
」
の
内
訳
を
み

る
と
６
件
中
3
件
が
熱
中
症
で

し
た
。

　

休
業
４
日
以
上
の
災
害
は

２
０
１
８
年
度
に
続
き
減
少

し
、
休
業
６
か
月
以
上
ま
た
は

障
害
が
残
っ
た
も
の
は
前
年
度

と
同
数
と
な
り
、
死
亡
事
故
の

発
生
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

労
働
災
害
ス
ト
ッ
プ
！

　

全
国
労
働
安
全
週
間
は
７
月

7
日
で
終
了
で
す
が
、
日
々
、

始
業
前
の
危
険
予
知
活
動
な
ど

を
通
し
て
、
安
全
意
識
を
高
め

て
労
働
災
害
を
防
ぐ
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

現
場
に
お
け
る
熱
中
症
対
策

や
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
つ
い
て

は
の
び
ゆ
く
仲
間
６
月
号
や
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

あ
り
ま
す
。
ど
う
か
皆
さ
ん
ご

安
全
に
。
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用意するもの

持続化給付金とは？

　感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者
に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般
に広く使える給付金です。

申請期間

令和２年５月１日から令和３年１月１５日まで

給 付 額

　　　　　個人事業者　　　　　　　　　　　　法人事業者　

　　最大１００万円　　　　　最大２００万円

＊ 2019 年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事
業を継続する意思がある事業者が対象です。（2019 年に創業した方等
の特例あり。）

＊給付金は所得税の課税対象になります。

給付条件

売上が前年同月比で５０％以上減少している事業者
売上減少分の計算方法
　前年の総売上（事業収入）−（前年同月比▲ 50％月の売上げ ×12 か月）

給付金額の算定例　青色申告

2019 年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
30 20 10 30 30 20 30 30 30 20 20 30

2020 年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
40 20 20 13

2019 年の年間事業収入：300 万円
2019 年の 4 月の月間事業収入：30 万円
2020 年 4 月の月間事業収入：13 万円
2019 年 4 月分の月間事業収入が 30 万円、2020 年 4 月の月間事業収入が 13 万
円であり、前年同月比で 50％以上減少しているため給付対象となります。
　　144万円＝ 300万円− 13万円× 12　　　144万円＞ 100万円（上限額）
　　給付額　100万円
※ただし、青色申告を行っているものであって、
　①所得税青色申告決算書を提出しない者（任意）　②所得税青色申告決算書に月
間事業収入の記載がない者　③相当の事由により当該書類を提出できない者は、
白色申告を行っている者等と同様に、2019 年の月平均の事業収入と対象月の月
間事業収入を比較することとする。

給付金額の算定例　白色申告

2019 年
合　　計
300

2020 年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
40 20 20 10

2019 年の年間事業収入：300 万円
2019 年の月平均の事業収入：300 万円／ 12 ＝ 25 万円
2020 年 4 月の月間事業収入：10 万円
2019 年 4 月分の月間事業収入が 25 万円、2020 年 4 月の月間事業収入が 10 万
円であり、前年同月比で 50％以上減少しているため給付対象となります。
　　180万円＝ 300万円− 10万円× 12　　　180万円＞ 100万円（上限額）
　　給付額　100万円

給付金額の算定例　法人の場合（3月決算のケース）

2019年度
2019 年 2020 年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月
50 30 40 50 40 30 40 50 50 50 30 40

2020年度
2020 年 2021 年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月
20

直前の事業年度（2019 年度）の年間事業収入：500 万円
直前の事業年度（2019 年度）の 4 月の月間事業収入：50 万円
2020 年 4 月の月間事業収入：20 万円
直前の事業年度（2019 年度）の 4 月分の月間事業収入が 50 万円で、2020 年 4
月の月間事業収入が 20 万円であり、前年同月比で 50％以上減少しているめ給付
対象となります。
　　260万円＝ 500万円− 20万円× 12　　　260万円＞ 200万円（上限額）
　　給付額　200万円

よくある申請ミス

①添付書類全般に係る不備
・添付ファイルにパスワードが設定されている。
・画像がぼやけて情報が判読できない。
②確定申告書等にかかる不備
・確定申告書の第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている。
・該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている。
・申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載されている売上が異なる。
・法人概況説明書1枚目に売上の記載がない。
・収受日付印がない。
・e-taxの受信通知がない。

申請方法

①専門ホームページ（https://www.jizokuka-kyufu.jp）を開き、必要事項（＊１）
をパソコンやスマホで入力して、書類を添付して申請する。（メールアドレスが
必要です。）

②申請サポート会場（＊２）を利用する。（事前予約が必要です。）
　＊申請後、給付金の受け取りまで２週間程度かかります。
　＊一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることはできません。
＊１　必要事項

個人 法人
①屋号・雅号 ①法人番号
②申請者住所 ②法人名
③業種 ③本店所在地
④申請者氏名 ④業種
⑤生年月日 ⑤設立年月日
⑥連絡先 ⑥資本金の額又は出資の総額

・常時使用する従業員数
⑦ 2019 年の事業収入 ⑦代表者・担当者情報
⑧対象月及び前年同月の月間事業収入 ⑧代表者・担当者連絡先
⑨申請者本人名義の振込先口座情報 ⑨対象月の属する事業年度の直前の

事業年度の事業収入
⑩決算月
⑪対象月及び対象月の月間事業収入
⑫法人名義の振込先口座（法人の代
表者名義も可。）情報

＊２　申請サポート会場（栃木県内６月 15日時点）
　宇都宮市、栃木市、足利市、小山市、真岡市、鹿沼市、佐野市、日光市、大田原市、
那須塩原市で会場が設置されています。（市役所窓口では申請業務を行っていま
せん。）事前の予約が必要となります。

　　申請サポート会場　電話予約窓口（オペレータ—対応）
　　０５７０−０７７−８６６
　　受付時間：平日、土日祝日ともに９：００〜１８：００

持続化給付金の
申請について

　のびゆく仲間６月号に新型コロナウイルス支援制度一覧を掲載し
ましたが、組合員さんから要望のあった持続化給付金を特集します。
　日々、情報等が変わる場合もありますので、専用 HP（https://
www.jizokuka-kyufu.jp）もご参照願います。

相談ダイヤル（コールセンター）
0120−115−570
（平日・休日 8：30〜 19：00）



のびゆくなかま2020 年（令和 2 年）7 月 1 日発行 第 406 号　（4）

　第 50 回栃木建労定期大会及
び令和２年度中建国保栃木県支
部総会は、新型コロナウイルス
感染症等の影響を鑑みて書面会
議での開催となります。
　大会・総会の議決等の結果に
ついては、のびゆく仲間に掲載
してまいります。

【足場の組立て等作業主任者技
能講習　中止のお知らせ】
　新型コロナウイルス感染症予
防の観点から、　７月１５日、
１６日の２日間予定されていた
技能講習は中止になりました。
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　社会保障対策部では、建設業で働く多くの仲間の「い
のちと健康」を守る運動に取り組んでいます。医療や年
金制度による保障をより確実なものにするため、社会保
障全般の拡充・改善を求めて運動しています。
　特に、建設国民健康保険組合 ( 建設国保 ) を育成・強
化する運動に力を入れて取り組んでいます。年２回のハ
ガキ要請行動そして全国の仲間が集まる中央総決起大会
への参加、地元選出国会議員要請行動などがそれにあた
ります。
　また、特定健診・保健指導の取り組み支援や労働対策
部と協力して実施する職業病対策（アスベスト二次健
診）、各種共済制度や年金基金加入促進、そして「助け
合い活動の原点」である組合共済制度の充実を図ります。

◆あたらしい仲間

　５月の新加入者は 13

名でした。掲載の許可を

いただいた方のみご紹介

します。

《佐野》

外壁工　西岡静哉さん

仕
事
中
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熱
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ち
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キ
に
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を
通
す

栃木建労　専門部のご紹介

建設キャリアアップシステム　申請受付窓口のご案内
栃木建労・県内３事務所（県北・県本部・県南）で受付しています。
事前予約制となります。
受付時間
基本、毎週月〜金曜日（祝祭日を除く。）9：00 〜 16：00

中建国保に加入されている組合員へ

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金について

　新型コロナウイルスに感染した被用者（事業所に雇用されている従業員）への傷病手当金の支給は国の財政支援
の対象となります。一方、個人事業所の事業主や一人親方についての新型コロナウイルス（以下、コロナ）に係る
傷病手当金の支給は、国の財政支援の対象外になっています。
　中建国保では独自の取り扱いにより、財政支援の有無にかかわらず、すべての組合員に対して従来の傷病手当金
とは別枠でコロナに特化した傷病手当金を支給することになりました。ご不明な点は、中建国保栃木県支部までお
問合せください。

国の財政支援の対象となる傷病手当金 中建国保が独自に支給する傷病手当金

対 象 者
法人及び個人事業所に雇用されている（法人事業主も含む）
中建国保加入組合員とその世帯に属する家族被保険者（被
用者に限定）

国の財政支援の対象になる方を除く
中建国保加入組合員本人

支給要件

コロナに感染した、または発熱等の症状がありコロナの感
染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与
等の全部または一部を受けることができないとき 

コロナに感染した、または発熱等の症
状がありコロナの感染が疑われ、療養
のため労務に服することができず、保
険医療機関で療養の給付を受けている
とき

支給日数

労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を
経過した日から労務に服することができなかった期間のう
ち、就労を予定していた日（入院が継続する場合は最長 1
年 6 カ月）
最初の３日間については、組合員に日額 8,000 円を支給（財
政支援対象外）

労務に服することができない期間
（45 日を限度）

支給日額

（直近 3 カ月間の給与収入の合計額÷就労日数）× 2 ／ 3
※算定された支給日額より少ない場合はその差額を支給。
※組合員の支給日額が 8,000 円を下回るときは、
　45 日を限度に差額を支給。
※支給日額には上限があります。

日額8,000円（入院外、入院、自宅療養、
宿泊療養は問わず）

申請書類

①国民健康保険傷病手当金支給申請書
　（従来の傷病手当金支給申請書を使用）
②国民健康保険傷病手当金に係る給与等証明書
　（事業主記入用）
※医療機関を受診していない場合は、「療養担当医師の意見

及び証明」欄への記入は不要。②の事業主の証明をもって、
労務に服することができなかった期間の証明とします。

国民健康保険傷病手当金支給申請書
（従来の傷病手当金支給申請書を使用）
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※どちらの制度も、令和２年１月１日以
降で療養のために労務に服することが
できない期間が適用となります。
また、いずれの場合もその期間は、従来
の傷病手当金は支給いたしません。

組合加入金免除

キャンペーン中


